
平成18年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）の７ 

平成18年12月11日（月） 

                                           

○議長（上田順康君）順番６、３番 上田良

治君。 

〔３番（上田良治君）登壇〕 

○３番（上田良治君）通告に従い、一般質問

を行います。 

 今回、私の質問は４点であります。 

 はじめに、京奈和自動車道橋本道路につい

てお尋ねをいたします。京奈和自動車道は、

橋本平野を南北に循環して、京都と和歌山を

結ぶ延長約120㎞の高規格幹線道路であり、広

域的に既存の高速道路及び主要な国道と連携

することで、相互のネットワークを形成し、

近畿大都市圏での時間短縮を図るとともに、

京都、奈良、和歌山の拠点都市の連携強化を

図る役割を持っています。 

 また、県内の交流の促進や、国道24号の渋

滞緩和、交通事故の減少、走行時間の短縮、

定時性の確保など地域の活性化に寄与する役

割を担っています。 

 京奈和自動車道は、平成18年に橋本ＩＣか

ら高野口ＩＣ、同年、橋本東ＩＣから五條北

ＩＣの開通が行われ、一部の渋滞が緩和され

つつあるが、橋本ＩＣと橋本東ＩＣ間は橋梁

問題により、開通のめどが立っていないのが

現状であります。 

 この垂井高架橋は、平成14年に完成したが、

翌年、コンクリート橋げたに無数のひび割れ

と基準以上のたわみが見つかり、国土交通省

が工事の不出来を理由に、施工会社「日本高

圧コンクリート」を訴え、瑕疵請求の契約に

基づき、橋げた７径間連続の取り壊しと再築

を求めていたが、同社が、将来問題が発生し

た場合責任を持って対応する、対策室では橋

桁内部に溶剤を入れて補強したり、ひび割れ

に樹脂を注入するなどして補強をする、さら

に供用開始後も監視し、10年後に専門家によ

る安全審査を受けるということで、平成18年

10月16日に補修工事が始まっているが、思っ

た以上にダメージが大きかったのか、当初の

工期は平成18年10月16日から平成19年２月28

日まで、供用開始時期は平成19年４月である

と、私だけではありません、市長もあちらこ

ちらのあいさつの中で、再三言われていまし

たが、工事の遅れに伴う供用開始時期が非常

に気がかりになってきております。 

 市脇から隅田を経過する国道24号は、当該

地域の主要な幹線道路であり、大型店の進出

等によって慢性的な渋滞が発生しています。

地元住民のみならず、橋本市の願いである京

奈和自動車道橋本道路の全面開通の時期はい

つなのですか。橋本市と国土交通省近畿地方

整備局との合意があればお聞かせください。 

 次に、狂犬病についてお尋ねいたします。

厚生省は11月22日、横浜市の60代の男性がフ

ィリピン滞在中犬にかまれ、狂犬病に感染、

帰国後に発症したと発表した。また、同国で

犬にかまれた京都市の60代の男性が、帰国後、

国内では1970年以来となる狂犬病を発症、17

日に死亡したばかりであります。 

 厚生労働省は狂犬病流行地域への海外来航

者らに、注意喚起を強化しました。狂犬病は

犬だけではなく、すべての温血動物に感染の

可能性があり、発症した場合には、現在、治

療法が確立されていない感染症です。 

 狂犬病の発生の仕方には、大きく分けて森

林型と都市型の２種類がありますが、都市型

狂犬病でのウイルス感染源の80から90％が犬

であるということから、人への接遇の機会が

一番多い犬に対して、狂犬病予防注射をする

ことが現実的な対応策とされています。 
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 狂犬病を発症した犬は、ほとんどが凶暴に

なり、いろいろなものにかみつくようになり、

さらに発症した犬の唾液には、狂犬病ウイル

スが含まれているため、人間がかまれること

で感染します。狂犬病を発症すると、治療法

がないため、ほぼ100％死亡します。しかしな

がら、狂犬病予防ワクチンの接種を事前にす

ることにより、万が一、狂犬病ウイルスが体

内に入っても、ワクチンの接種により発症を

防ぐことができます。 

 一方、仮設トイレを見てみますと、全体的

に傷みがひどく、気持ちよく用を足せるトイ

レとは言えません。高齢者や障害を持たれる

方、それに赤ちゃんと来ている方など、すべ

ての市民が安心して使えるトイレの設置をす

るぐらいの市民サービスが必要であると思い

ますので、以下の質問をいたします。 

 １、合併により河川グラウンドが増えてい

るが、その総数をお聞かせください。２、グ

ラウンドの入り口は進行方向により大きく鋭

角に曲がらなければならない。左右に入れる

よう改善すべきではありませんか。３、男性

用、女性用を区別した移動式の仮設トイレの

設置が必要であるが、いかがお考えですか。 

 日本では、生後91日以上経過した犬には、

毎年狂犬病の予防接種を受けさせることが義

務付けられており、我が国の犬の登録件数に

対する狂犬病予防注射接種率は、比較的高い

数字となっているが、実際には、犬を飼って

いても登録していないケースがかなりあるよ

うです。当市の状況を以下、お聞かせくださ

い。 

 次に、食育についてお尋ねをいたします。

近年、子どもたちの食生活を取り巻く社会環

境は大きく変化し、朝食の欠食や偏った栄養

摂取などのさまざまな問題が発生しておりま

す。人間の最も基礎的な欲求は、生存の欲求

であるが、それが満たされたとき、安心・安

全への欲求へと展開していくが、生存の欲求

さえ満たされず、自殺の連鎖さえ起きている

今、まさに教育は待ったなしであります。 

 １、狂犬病感染予防ワクチンの接種は市内

の医療機関で常備していますか。２、当市の

犬の登録件数と狂犬病予防注射率はどうなっ

ていますか。３、犬を飼っていても登録して

いないケースや、野良犬等の問題があり、極

めて危険な状況であるが、対策を講じられて

いるのですか。 

 基礎的な生存の欲求を満たすのは、当然家

庭であるが、朝食さえしっかりと保障してい

ない家庭は多い。命の大切さを教えるのもま

た家庭の責任であります。また、安全・安心

の欲求を主に担うのは学校でありますが、教

室ではいじめが放置され、学級壊滅が広がる

中、子どもたちは安心して勉強することさえ

ままならず、あきらめさえ漂ってしまってい

るのが現状であります。 

 次に、河川グラウンドについてお尋ねをい

たします。紀の川は流域の水と緑のネットワ

ークの骨格としての役割を担っており、都市

部に残された貴重な自然空間であるとともに、

身近で広大な空間をなしており、その空間を

生かし、グラウンドなどが整備され、住民の

レクリエーションの場としてだけではなく、

憩いの場やいやしの場としても大きな役割を

果たしています。 

 政府は、食育白書において、朝食を食べな

い子どもは疲れやいらいらを感じる割合が高

く、逆に毎日朝食を食べる子どもほど、ペー

パーテストの得点が高い傾向があると指摘し

ています。 

 また、災害時の避難ルート及び消防消火活

動や緊急ヘリの離発着定置として、災害復旧

活動拠点としての役割を兼ねている、重要な

場所であると思います。  食育基本法は、平成17年６月10日に成立し、

－12－ 



国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国

民が生涯にわたって健全な心身を養い、豊か

な人間性をはぐくむための教育を推進する事

を目的としてできたものであり、社会全体が

食育に関心を持つことが求められており、学

校教育がすべてその責にあるものではありま

せんが、市としては、学校教育における食育

を積極的に取り入れる努力が求められていま

す。地域の多様性と豊かな味覚や、文化の香

りあふれる食を伝えることは、地域の伝統的

な食を伝えたり、生産現場を見学したり、地

産地消を推進したり、食と健康をあらゆる場

面で伝えることが重要であると考えますので、

以下の質問をいたします。 

 １、小・中学校においては、朝食を食べな

い子どもの割合は何％ですか。２、小・中学

校において、家族そろって夕食をとる割合は

何％ですか。３、食育については、家庭、学

校の確固たる再生が必要であり、このことを

抜きに教育は語れないと考えますが、いかが

お考えですか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君の一

般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）上田議員のご質問にお

答えをいたします。 

 京奈和自動車道橋本道路の未供用区間であ

る橋本東ＩＣ、橋本ＩＣ区間については、平

成19年３月末の供用に向けて、残工事を進め

ていると聞いております。 

 一昨日でしたか、この９日の日、和歌山で、

和歌山大学の観光セミナー、観光学科の設置

に向けてセミナーがあって、私も行ってきた

んですが、ちょうどたまたま国の谷口技監も

来られておりましたし、これの基調講演があ

ったわけでありますが、後でもお会いしまし

た。そしてまた、和歌山工事事務所の大槻所

長、この方も来られておりまして、後で話を

したわけであります。 

 垂井高架橋につきましても、平成18年10月

16日から瑕疵補修工事に着手をし、平成19年

２月28日までの完成をめざし、鋭意努力中で

あると聞いておるわけでありますが、そのと

きのお話では、今のところ、工事が順調に進

んでおるということでございます。そういう

ことから、特別な事情がない限り、４月に入

って供用開始ということを、確かにおととい

の日に聞いてございます。 

 当該道路は、橋本市のさらなる発展には必

要不可欠であり、また、地域を結ぶ重要路線

であり、今後とも国に対し、京奈和自動車道

の奈良あるいは和歌山の両区間全体の早期実

現、これはもう非常に大事なことであります

ので、積極的に要望をしてまいりたいと思い

ます。 

 とりわけ、大阪への企業誘致に向けて参っ

ておるわけでございますが、371号と、そして

京奈和自動車道、これはやはり地域の活性化

には最大の武器であるわけでございますので、

来年の２月に371号を中心とした、あるいは京

奈和自動車道の奈良―和歌山区間の促進化も

含めて、道路促進大会を橋本市の、体育館と

いうとちょっと人寄りにくいかわからんので、

市民会館ぐらいかで、皆さんも全員出席をい

ただいて、これは新知事、あるいは国会議員、

全部終結をして、一肌脱がなければならない、

それぐらいの気持ちでおりますので、ひとつ

皆さんも早くからセットしてまいりますから、

議員の皆さんの一人ひとりの発言もお願いし

たいなと、ちょっとそれのパネルディスカッ

ションなんか、これらも幅広くやっていきた

いという構想を持っていますので、以上で答

弁といたします。 

○議長（上田順康君）教育長。 

－13－ 



〔教育長（森本國昭君）登壇〕 

○教育長（森本國昭君）上田議員ご質問の橋

本市河川グラウンドの総数及び男女を区別し

た移動式の仮設トイレの設置についてお答え

をいたします。 

 １点目の合併による河川グラウンドの総数

ですが、旧橋本市の向副緑地、神野々緑地、

及び南馬場緑地と、旧高野口町の紀の川第二

緑地、通称若者広場の４カ所でございます。 

 次に、河川グラウンドのトイレについてで

ありますが、現状は、利用していただく市民

のご協力によりまして、きれいに使用してい

ただいております。また、管理についても、

週１回の清掃を実施しております。 

 ご指摘の、男女を区別した仮設トイレは、

南馬場緑地のみで、他の河川グラウンドにつ

いては、男女兼用で使用していただいており、

設置後８年ないし、10年経過しておりますが、

使用可能な状態です。利用者の立場になれば、

議員おただしのとおり、男女別のトイレが必

要であると認識いたしておりますので、今後、

老朽化が進み、設置がえ時に男女別で高齢者

や障害を持たれている方も使用していただけ

る仮設トイレを設置していきたいと考えてお

ります。 

 次に、食育についてのご質問にお答えいた

します。 

 まず、橋本市内の小・中学校児童生徒のう

ち、いつも朝食を食べていない割合ですが、

小・中学生とも４％です。次に、家族そろっ

て夕食をとる割合は、小学校で20％、中学校

では34％となっております。 

 また、食育についての考え方についてのお

ただしですが、次のように考えております。

食は生きる力の源であり、生活の安定、心の

安定に欠かせないものです。しかし、近年の

食生活を取り巻く社会環境の変化等に伴い、

偏った栄養摂取、肥満傾向の増大、一人で食

事をする個食等々、食に起因するさまざまな

問題が指摘されております。また、夜更かし

等、基本的な生活習慣の乱れが原因で集中し

て学習できない等、学校生活にも大きな支障

を来している子どもたちにも気になるところ

です。教育委員会といたしましても、こうし

た状況を憂慮し、重く受けとめております。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、食育

は学校だけで推進できるものではありません。

教育委員会としては、食育推進を生涯学習、

子育て支援の観点から見直し、平成19年度か

らの重要なテーマとして、次の３点にポイン

トを置き、総合的に取り組んでいきたいと考

えております。 

 まず１点目は、学校における食に関する指

導の充実についてであります。家庭科や総合

的な学習の時間を使って、地域の食文化に関

する学習を積極的に行うなど、給食時間はも

とより、教育活動全体を通して、さらに食育

を推進していくことが重要であると考えてお

ります。また、栄養士を学校に派遣し、担任

と協力して指導を行うなど、指導体制を工夫

することで、より一層の学習効果が期待でき

ると考えております。 

 ２点目は、食育の市民への啓発についてで

あります。食育の推進及び基本的な生活習慣

の育成について、保護者や地域の方々の理解

を促すため、チラシやリーフレットの作成準

備を進めています。現在、広報を通じて、市

民の方々にスローガンを募集しているところ

です。でき上がり次第、全家庭に配付したり、

ホームページ等を活用したりして、広く市民

に周知、啓発を図っていきたいと考えており

ます。 

 ３点目は、教育委員会として、学校への食

育支援についてであります。給食センターで

は、生産者の努力や思いを直接子どもたちに

感じ取ってもらいやすいように、地産地消を
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念頭に、地元でとれた食材を、さらに積極的

に献立に取り入れていきたいと思います。ま

た、ふるさとに伝わる郷土料理をメニューに

加えたりして、食を通した郷土理解や、食文

化の伝承を推進していきたいと考えておりま

す。また、文部科学省では食育推進策の目玉

として、栄養教諭制度を創設し、動き始めて

おります。本市においても、国の動向を視野

に入れながら、食育について考えていく必要

があると考えております。 

 以上の取り組みにより、大切な食育を子育

て支援とともに推進していきたいと思ってお

ります。 

 今、市内各学校では、子どもたちが地域の

方々の協力を得ながら、農作物の栽培を体験

したり、また、苦労話や栽培方法を伺ったり

と、地域と連携した教育活動を営んでおりま

す。次代を担う子どもたちが、心身ともに健

やかに成長していくためにも、学校、家庭、

地域、教育委員会、それぞれが互いに、今ま

で以上に連携を深めながら、食育の推進に取

り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

〔市民部長（宮岡清文君）登壇〕 

○市民部長（宮岡清文君）狂犬病につきまし

ては、今年11月に京都市内の60歳代の男性が

フィリピンで犬にかまれて感染し、帰国後に

発症して死亡しました。日本人の海外での感

染は36年ぶりで、国内での感染例は半世紀以

上ありませんでした。 

 しかし、狂犬病は今なお世界各地で多数発

症しております。狂犬病はウイルス性の感染

症で、人や犬だけではなく、すべての哺乳類

に感染しますが、通常、人から人への感染は

ありません。人が犬にかまれて感染しても、

早期に抗体ワクチンを何度か接種することに

より、発症を抑えることができますが、いっ

たん症状が現れてからでは遅く、早期の手当

が重要になります。 

 日本国内では、戦後、年間1,000件程度発症

しましたが、昭和25年、1950年の狂犬病予防

法の施行により激変いたしました。厚生労働

省の発表では、飼い犬への予防注射の実施や、

野良犬の捕獲が徹底された結果、日本国内で

は、昭和45年、1970年にネパールを旅行中犬

にかまれ、帰国後発症、死亡した輸入症例を

除いて、昭和32年、1957年以降の発生はあり

ません。また、現在は同法により、犬の登録

と年１回の狂犬病予防注射の接種が義務付け

られています。 

 本市における、平成18年11月末日現在の犬

の登録頭数は4,485頭、注射済頭数は2,959頭

で、接種率は66％であります。 

 次に、本市では、市民より徘回している野

良犬の通報があった場合には、保健所と連携

し、速やかに捕獲する等の対応をいたしてお

ります。また、野良犬や野良猫の無用な繁殖

を防ぐため、本市では犬猫の避妊去勢手術補

助金交付制度を設け、手術費用の一部を補助

いたしております。また、市広報誌により、

犬や猫の飼い主の義務や責任、並びにペット

の飼い方などの啓発に努めております。 

 狂犬病、感染予防ワクチンにつきましては、

日本国内では36年以上も動物による狂犬病の

発生は認められず、また、通常人からの感染

もないため、本市では人を対象としたワクチ

ンを常備している医療機関はないと思われま

す。ただ、主に海外渡航者を対象に、ワクチ

ンを取り寄せて接種していただける民間医療

機関を市内２カ所で確認いたしております。

また、橋本市民病院でも、犬にかまれたとき

には、ワクチンを取り寄せて対応できる体制

をとっております。不幸にして、海外などで

狂犬病に感染した犬にかまれた場合は、傷口

からウイルスが侵入し、10日から60日の間に

症状が現れることが多く、かまれた後にワク
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チンを接種しても抗体ができるまで１週間以

上かかるため、渡航前の予防接種や現地医療

機関での早期の診療や手当が重要になると思

われます。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）病院長。 

○病院長（青木洋三君）ちょっとワクチンに

ついて、私のほうから追加の発言をお許しい

ただきたいと思うんですけども、今、市民部

長が申しましたのは、非常に理想的なものを

申しまして、決して間違いではございません。

正しいことでございますけれども、今の日本

の現状を申しますと、それほど予防的にワク

チンを打つほど、ワクチンが大量につくられ

ているわけではないんです。このことをご理

解いただきたいと思います。 

 現在、日本では月に約3,000本ほど製作され

ております。これを予防的な療法で使います

と、一応500人分ということになりますね。か

まれた人に実際使う場合には300人分という

ことになるんですけれども、これは主として

どういう人たちに使われているかといいます

と、一般企業で、主として東南アジアに支社

を持っている場合に出向される場合、及び、

自衛隊員に対して十分量あるようにつくられ

ているわけでして、決してかまれる前に予防

接種を打てるような十分量を生産しているわ

けではございませんので、そのあたりをご理

解いただきたいと思います。 

 したがいまして、各医療機関に、日本を見

ましても、各医療機関にこのワクチンを常備

しているかというと、決してそうではござい

ませんで、全くございません。問屋さん、あ

るいは販売、製薬会社に確保しているだけで

ございます。したがいまして、私たちが実際

に使います場合には、問屋さんあるいは会社

に言いまして、必要分だけ持ってきてもらう

と、こういう形で使わせていただいておりま

す。 

 製作の状況あるいは在庫数がそういう現状

でございますので、全く予防的に打つという

方につきましてはご遠慮いただいておりまし

て、海外で犬にかまれたという方を最優先と

いう指導が来ておりますので、その点だけご

理解いただきたいと思います。したがいまし

て、今から年末年始迎えまして、海外旅行に

行くので予防的に打っていただきたいという

方につきましては、ご遠慮いただくというこ

とになります。実際にかまれて帰ってきたと

いう方だけでございますので、これは誤解な

いようにお願いいたします。 

○議長（上田順康君）建設部長。 

〔建設部長（坂本信良君）登壇〕 

○建設部長（坂本信良君）次に、紀の川堤防

より堤外地に設置されたグラウンド等の施設

への坂路設置については、河川管理者である

国土交通省と協議を行い、計画が決定されま

すが、占用協議において、工作物設置許可基

準第31条第２項に適合するよう指導がありま

す。その内容は、川表にあっては、洪水時の

乱流、流水のはい上がりによる溢水等、治水

上の悪影響の原因となるため、上流に向かっ

て下る逆坂路は避けるものとするとあります。

なお、向副52番地先に設置されている坂路に

ついては、消防用緊急自動車が紀の川に容易

に進入できるよう、幅員の拡幅及び縦断勾配

修正を行うため、12月定例会に補正計上させ

ていただいております。ご理解のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君、再

質問ありますか。 

 ３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）ご答弁いただきありが

とうございました。 

 まず、京奈和自動車道なんですが、この問

題については、補修工事会社と地元との当初
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交わされた合意が変更されたということもあ

って、あるいは休日の工事、月に３回ほどや

らせてくれとか、そういった変更等がありま

して、供用開始の時期がずれ込むんじゃない

かという心配をしていましたので、質問させ

ていただきましたんですが、市長より確かな

答弁をいただきました。そう言っていただき

ましたので、橋本区間というのが来年の４月

には全線開通できるという見込みを大いに期

待して、また経済効果も期待したいと、かよ

うに思うところであります。 

 ただ、今後やはり地元区との、近隣の方と

の騒音等の問題というものが、絶えずこれか

ら抱えていく状況下にあると思いますので、

そういったこともきっちりとご説明をいただ

きまして、より安心のできる自動車道の推進

を、国や県と市が一体となって、今後とも推

し進めていただきますよう、よろしくお願い

を申し上げまして、この件につきましてはこ

れで終わらせていただきます。 

 次の、狂犬病についてということで、今い

ろいろとご説明を伺ったんですが、この予防

ワクチンというのは、今、海外に行かれる方

が非常に橋本市内の方においても増えてきて

おるということで、年間３万5,000人から５万

人の方がこの狂犬病で世界で亡くなっておる

ということなんですね。 

 それと、ワクチンなんですが、市内に市民

病院かねてあと１カ所、配備されている、ワ

クチン常備されていただいておるということ

なんですが……。 

 してないんかな。さっき……、ないんやな。

ないんですね。ないということで、東南アジ

アに行かれる方、あるいは自衛隊の方、そう

いった危機を持たれて常備しておるというこ

となんですが、今回フィリピンでかまれて死

亡した方は民間人の方なんですね。 

 それで、そういった方がもしか橋本市民の

方が海外、今度フィリピンとか危険な地域に

行きたい。それで予防ワクチンを接種してい

きたいとそういった希望があった場合に、こ

れは市民病院では受け入れてくれないんです

ね。できないんですね。もうその専用の、置

いてあるところへ行かなあかんと。 

 それもないんやね。かまれらな打ってくれ

へんと。かまれて、潜伏期間内に打たんと死

んでしまうということで、まあ、ほな、死な

なしゃあないと。早く言うたら。そないなっ

てくるわな、これ。予防ワクチン打って海外

行きたいと希望される方は、入れてくれるこ

ともできへん。これちょっと答弁お願いしま

す。 

○議長（上田順康君）病院長。 

○病院長（青木洋三君）ですから、単なる観

光目的で行って、東南アジアに行きたいと。

したがって予防注射打ってくださいという方

につきましては、できません。一般企業から

派遣される場合には、企業のほうでそれは手

配されるはずですから、私どもには一応、個

人的にはいらっしゃらないはずなんです。そ

ういうふうに私、認識しております。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）わかりました。 

 ２番に移ります。 

 当市の犬の登録件数と狂犬病予防注射率は

どうなっておるかということなんですが、今、

4,485頭ですか、それで予防注射率が66％とお

答えいただいたんですが、これ、今日本の国

内の犬の登録件数といいますと、平成14年の

データでは600万頭がいてるんですね。それで、

この中で予防接種を打たれている確率が76％

なんですね。それで、比較的76％ということ

で、これは本市よりも全国が高いんですが、

実際に犬を飼っておられるんですが、登録を

していない犬というのがかなり多くあると予

測されておって、現実の犬の国内飼育頭数と
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いうのが、約1,000万頭以上あるんですよ。

1,000万頭あるんですが、実際、狂犬病予防注

射を受けておる方が50％なんですね。半分、

２分の１。そういったことで、犬を飼っても

登録していない方がいっぱい本市もおるんじ

ゃないかと、そう思うんですね。それで、去

勢とかそんなんいろいろ対策をとっていただ

いておるんですが、そういった方、犬を飼っ

ておっても登録せんと予防注射もしておられ

ない、そういった飼い主の方がおられるので、

今後は社会人としての責任というものを、も

っと自覚していただかなければいけないんじ

ゃないかなと私は思います。 

 ３番 上田良治君の再質問に対する答弁を

求めます。 

 市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）野良犬の狂犬病等

の危機管理でございますけども、議員おただ

しのとおり、平成12年に県のほうから権限移

譲ということで、犬の登録、それから予防接

種率ということで、その事務が市のほうに移

管になっております。市といたしましても、

犬の登録者に狂犬病の予防の注射と、集団注

射とそれと登録について、毎年４月に１カ月

の日程で期間を設けまして、市内の66カ所の

場所で獣医師とともに予防注射を実施してお

りまして、予防注射の接種率の向上に努めて

おるのが現状でございます。 

 それで、３番、同じように言わせていただ

きますけども、この人間の命と安全を守ると

いうために、狂犬病予防法というのが法律で

定められておるんですが、これは、平成12年

から市町村の管轄になったんでしょう。それ

で、狂犬病が発生してから対応してたんじゃ、

通常処置としての犬の登録というのを、どれ

だけの犬がこの地域で飼われておるのかとい

うのを、常に把握しておかなならんと思うん

ですよ。どれだけ地域で飼われておるのかと

いう、その把握もちゃんとしていく、そうい

った危機管理を今度持っていただけないと、

非常に今後危険なことに、問題が起こってか

らじゃ遅いんじゃないかと、かように思うん

ですが、そういった危機管理に向けて、何か

対策等とられておるんですか。 

 それから、この11月の広報ですけども、こ

の広報につきましても、このときの広報でも、

あなたのペットについて近所に迷惑をかけて

おりませんかと、こういった内容の放し飼い

とか登録のことについて広報をいたしており

ます。それから、各地区から犬の苦情等が出

ました場合に、地元のそういう関係で回覧を

回しまして、犬の苦情が増えておりますとい

うことで、そのときにも放し飼い、あるいは

また登録、予防接種等の広報を行っておりま

す。 

 確かに、野良犬等、狂犬病が発生いたしま

すと安全のためというんですか、広報が最も

一応大事ではないかと、このように思ってお

ります。今後も市の広報はもちろんですけど

も、特に獣医師さんのほうからも広報という

んですか、啓発に努めていただけたらもっと

説得力があるんではないかなということで、

今後、獣医師会とも十分協議しながら、啓発

に努めてまいりたいと、このように思ってお

ります。 

○議長（上田順康君）この際、３番 上田良

治君の再質問に対する答弁を保留して、４時

５分まで休憩いたします。 

（午後３時51分 休憩） 

                     

（午後４時５分 再開） 

○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。  以上です。 

 日程に従い、一般質問を行います。 ○議長（上田順康君）３番 上田良治君。 
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○３番（上田良治君）今後ともやっぱり保健

所と対応しながら、野良犬等の駆除、そうい

った形で、今後は野良犬の地域の把握、地域

でどれぐらい飼われておるのかというような

把握も今後していただきたいと、かように思

います。 

 それと、毎年予防接種を義務付けておるん

ですが、アメリカでは３年に１回でよい予防

のワクチンというものがあるんですね。３年

間有効なワクチンがあるということで、日本

は年に１回ワクチン接種をせないかんのです

が、それと、アメリカは猫に対しても予防接

種を義務付けておるんですが、こういったこ

とについて、日本、わからんと思うんですが、

これ、病院のほう、わかるんかな。３年に有

効な接種が……あ、そうですか。わかってい

る範囲で結構です。３年間というの、ないん

ですか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）私、ちょっと勉強

不足であれなんですけども、３年に１回とい

うのはちょっと初めて聞いたんですけども、

広報では一応、１年に１回予防注射を受けな

いと免疫力が落ちてしまいます。多くの犬に

免疫があれば、万が一、海外から狂犬病が侵

入しても、まん延を防ぐことができると、こ

ういうことで、日本の場合は多分年に１回予

防注射を受けるというスタンスでおると思い

ます。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）それと、これを最後に

お伺いをしたいんですが、橋本市では人間に

対しては、健康カレンダーというのを作成さ

れておりますね。これ、犬に対しては健康カ

レンダーはないんやけど、犬の健康カレンダ

ーというのが何で大事かというたら、やっぱ

り予防接種をしていただける動物病院の場所

とか、そういった名前を上げて、どんどんど

んどん予防接種を推進するという意味合いで

も、犬に対する健康カレンダーを今後取り入

れていただきたい。これは要望で結構です。

ぜひとも、こういったこともお願い申し上げ

ます。 

 それと、次の、河川グラウンドについてな

んですが、お答えをいただきまして、合併後

４カ所、河川グラウンドが増えておるわけな

んですが、神野々緑地についてなんですが、

これは都市公園として機能されておるんです

が、今後、備品等の購入については、仮設ト

イレとか入れる場合には、市単の歳出になる

んですか。ちょっと、ここらお聞かせくださ

い。 

○議長（上田順康君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）下水関係につきま

しては、公共下水に接続してございます。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）これ、下、備品、神野々

緑地なんですね。これ、都市公園として指定

されておりますでしょう。今後、備品等につ

いては市単で。補助金は。市単ですね。 

○建設部長（坂本信良君）備品等につきまし

ては、補助金はございませんので、単独とい

う形になろうかと思います。 

○建設部長（坂本信良君）３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）わかりました。 

 それと、２番に移ります。２番の項目なん

ですが、これは建設部長からもご答弁いただ

きまして、今議会において予算化されておる

ということで、非常に結構なことだと思いま

す。それで、私、左右に下りれたら一番ええ

と思ったんやけども、効率的に。それが上流

に向かっては下りれない、規定、条例みたい

なあるということで、非常に残念なんですが、

ご説明をいただきまして、よく理解をいたし

ました。 

 それと、３番目の男女を区別した移動式の
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仮設トイレということで、朝からも平木議員

の質問あったでしょう。障害者の自立、家か

ら一歩でも外へ出て行って、何か集まりがあ

れば参加できる、そういった体制をとる、そ

ういったことがこの河川グラウンドにおいて

も、非常に機能されておるということで、河

川グラウンドというのはやっぱりレクリエー

ション、また、防犯、環境保全、景観が求め

られておるんですが、そういった機能を重点

化を図るという意味合いからも、やはり障害

を持たれた方とか、また、知的障害もそうで

すよ、子どもから大人まで、河川グラウンド、

安心してみんなが健康意識を高めていただけ

るためにも、やっぱり福祉、弱者の方にも利

用できるトイレというのが今後必要だと思う

ので、財政的なこともあるんですが、私、五

條の大川橋の下の仮設トイレ、１回見てくれ

と言うたんやけどね。あそこも立派な仮設ト

イレになっているし、防犯兼ねて回転灯もつ

くようになっているんよ。そういったことで、

今後は検討を、買いかえのときは、ぜひとも

そういった福祉に優しいトイレ、そういった

ものを取り入れていただきたい、これをお願

いします。どうですか、約束していただけま

すか。 

○議長（上田順康君）答弁要りますか。 

○３番（上田良治君）お願いします。 

○議長（上田順康君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）さっきの、教育長

のほうからご答弁申し上げましたとおり、今

度、設置がえをするときには検討をぜひ、市

当局とも協議の上、検討していきたいという

ふうに考えております。 

○議長（上田順康君）３番 上田良治君。 

○３番（上田良治君）ありがとうございます。

小・中学校において、朝食を食べない子ども

の割合、それと２項目の夕食をとらないとい

うことなのでお尋ねしたところ、４％ですか、

朝食。夕食は小学校20％、中学校34％、それ

ぞれお答えをいただいたわけなんですが、今、

児童生徒というのと、親子との接点が、非常

に親子の絆がかけ離れておるというんかな、

そういったことで、政府といたしましても、

2010年度までの目標として、朝食を食べない

児童の割合をゼロにする、こういった目標を

立てて、30％を超えている朝食を食べない二

十歳の男性を15％まで低下させるということ

を政府も挙げております。 

 当市においては、今後０％に近づく環境で

あるのか、また子どもたちを取り巻く情勢は

ますます厳しいものになっておるということ

で、保護者の生活の、不況とか失業、またそ

ういったもので、今精一杯の生活をされてお

るという状況下にあるということで、小学生

においても高学年になるほど、やっぱり朝食

をほとんど食べないとか、食べないことがあ

るという回答をされておる方が、高学年にな

るほど、やはり割合が高いんですね。それと、

中学生はさらにこの数字が高くなっておると

いうことで、外食を外でとるという生活のパ

ターンが増えてきておるということもあるん

ですが、毎日朝食をとる割合も低下しておる

というのが現状であると思うんです。これが、

人間としての生きる力の原点を忘れているん

じゃないかなと。新人類の食生活による成人

病も増えてきておるということで、いろいろ

と教育長もおただしいただきまして、栄養教

諭ですか、そういった採用も今後していただ

けるようなことであるということで、非常に

ありがたく思っております。 

 それと、地産地消の取り組みについても、

お話があったと思うんです。そういったこと

で、今後は学校給食においても、地場産物デ

ーというものを季節ごとに実施していただい

て、郷土料理をふんだんに取り入れた、バラ

ンスのよい給食の提供を今後していただきた
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い。地場産物デーというのをひとつ取り入れ

ていただいて、季節ごとに１回、栄養の偏ら

ない、バランスのとれた給食の提供を今後は

していただきたいと思うんですが、そういっ

た、これまで実施していただいたいろいろな

取り組みを、今後とも充実していただいて、

よろしくお願いしたいと。これも要望で結構

です。お願いします。 

 それで、教育改革プランを立ち上げまして、

いろいろプロジェクトチームを組ませていた

だいて、そのうちの一つに、子育て支援とい

うプロジェクトチームを組んで、その中の基

本的な生活習慣の中に、先ほど中本議員から

言われていました、いろいろ子育て支援とか、

食育、排泄、健康、睡眠、礼儀、そういう子

育てとかいろいろなことについて取り組んで

おります。そういった点で、学校だけではう

まくいきませんので、そういう地域の方々の

ご協力を得ながら、積極的に進めていきたい

と、そういうふうに考えております。 

 それと、食育基本法の制定により、教育推

進基本計画に沿った食育の推進に今後図って

いただけるということで、特に食育において

も、基本的な場である家庭での食を通じた健

康管理や理想的な食生活習慣の実践、食事マ

ナーなどに関するしつけ等について、これは

学校、家庭が連携をして今後取り組んでいか

なければならない大切なことであると思いま

すので、ひとつ福祉部長なり、市長なりに、

最後にこのことを答弁をいただきまして、質

問を終わりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）昔から「早寝、

早起き、朝ご飯」という言葉がありますけれ

ども、子どもが健全な食生活を身につけるこ

とは、非常に意義が大きいところでございま

す。子どものころの生活習慣は、成人後の生

活習慣に影響を与えます。中高年になってか

らの健康状態にもかかわってくることでござ

います。子どもの成長を助ける家庭の役割は

非常に大きいわけですけれども、健康福祉部

といたしましては、この保護者の役割、ある

いは行政や地域、学校といった関係者の連携

支援がますます重要になってくるところです

けれども、とりあえず、保育所等につきまし

ては、既に給食では食育に取り組んでいると

ころでございます。ただ、朝食とか夕食につ

きましては、家庭での役割が非常に大きいの

で、保護者に対して啓発に努めます。 

 これはやっぱり学校と家庭が連携して取り

組んでいかなあかんことであると思います。 

○議長（上田順康君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）上田議員の今の発

言の中で、１点ご理解をしていただきたい点

があります。教育長が先ほどご答弁の中で、

文部科学省が栄養教諭制度を創設して、動き

始めているというふうにお答え申し上げまし

たので、橋本市の教育委員会として、その栄

養教諭を配置するというところまで、まだ至

っておりませんので、その点、ご理解を願い

たいと思います。 

○議長（上田順康君）教育長。  また、健康課では高齢者対象に、病態別の

病気予防の観点から料理教室を行って、非常

にたくさんの方が参加されております。この

方たちについては、家庭に帰ればおじいちゃ

ん、おばあちゃんになるわけですけれども、

家庭での食育につきましても、大切さについ

て啓発してまいりたいと考えております。 

○教育長（森本國昭君）教育委員会といたし

ましても、やはり市長いつも言われておる、

住みたいまち、住んでみたいまちと、これは

教育面でもそういう橋本市でないといけない

と、そういうふうにいつも教育委員会の職員

が全員が思っております。 
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 よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）これをもって３番 上

田良治君の一般質問は終わりました。 
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